
・一般家庭使用料
20㎥/月：3,060円（税抜）
・改定率：８％
・資本費算入率：３４％

・一般家庭使用料
20㎥/月：3,220円（税抜）
・改定率：６．３３％
・資本費算入率：４２．６％

・一般家庭使用料
20㎥/月：3,424円（税抜）
・改定率：６．３２％
・資本費算入率：５８．６％

・一般家庭使用料
20㎥/月：2,830円（税抜）
・改定率：７．３２％
・資本費算入率：１７％

・一般家庭使用料
20㎥/月：3,643円（税抜）
・改定率：６．３２％
・資本費算入率：６０．３％
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前回の目標年度
経費回収率見込み：80.0％

平成１８年度より繰入基準に
「分流式下水道に要する経費」
が追加されたため、使用料対
象経費が大幅に減少することに
なった。

平成２６年度から旧八代市が供用
開始３０年になるため、「高資本費
対策経費」に係る基準内繰入金が
減少するため、使用料対象経費は
増加することとなる。

令和１５年度に
使用料収入≒使用料対象経費
（※資本費算入率：１００．０％）
となる見込み。

（別紙）


